
2012年度 JSCA関西定例支部研究会
2012/5/30

南海・東南海地震に備えて 構造設計者はいかに対応するか南海 東南海地震に備えて、構造設計者はいかに対応するか

-2011.3.11東日本大震災の教訓を活かして-. . 東 本大震災 教訓を活

南海 東南海地震に備えて （５）津波南海・東南海地震に備えて （５）津波

JSCA関西金属系分科会JSCA関西金属系分科会

島野幸弘



本日提供する話題とその参考資料

①東日本大震災おける津波被害
・平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）調査研究（速報）

http://www.kenken.go.jp/japanese/contents/topics/20110311/0311quickreport.html

②津波に係る法体系の整備②津波に係る法体系の整備

③津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針
・津波に対し構造耐力上安全な建築物の設計法等に係る追加的知見について

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000274.html

・津波避難ビル等に係るガイドライン

http://www.bousai.go.jp/oshirase/h17/tsunami_hinan.html

④南海・東南海地震での津波高さの予測値
・南海トラフの巨大地震モデル検討会・南海トラフの巨大地震モデル検討会

http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/nankai_trough/nankai_trough_top.html

⑤建築物の津波に対する検討⑤建築物 津波 対する検討
・「津波に対する建築物の構造設計について －その１：予備検討－」,

岡田恒男他,日本建築センター,ビルディングレター第464号,2004.10

・「津波に対する建築物の構造設計について －その２：設計法(案)－」,

岡田恒男他,日本建築センター,ビルディングレター第465号,2004.11



①東日本大震災おける①東 本大震災 ける

津波被害津波被害



（１）東日本大震災における津波被害

造建築物 被害 態 分 ＲＣ造建築物の被害形態の分類

①１階の崩壊 ①１階の崩壊

 ②転倒 ②転倒

 ③移動・流失

 ④洗屈による傾斜

 ⑤壁の崩壊（開口部の破壊）

⑥漂流物 衝突 ⑥漂流物の衝突

出典：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）調査研究（速報）出典：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）調査研究（速報）

国土交通省 国土技術政策総合研究所・独立行政法人 建築研究所, 平成23年5月



ＲＣ造建築物の津波被害（１）

■被害形態の分類：１階の崩壊

・1階の柱が柱頭・柱脚で曲げ破壊し、層崩 ・この調査では、３階建て以上の建築物では階の柱 柱頭 柱脚で曲げ破壊し、層崩
壊した事例。

・１階が商店、２階が住居。２階部分は開口
が少なく、大きな津波波力を受けたため、１

の調査では、 階建て以 の建築物では
１階の層崩壊は確認されていない。

・ ３階建ての建物には１階にRC壁を用いら
れることが多く、１階の耐力が大きいことがが少なく、大きな津波波力を受けたため、１

階に作用する津波波力が１階の保有水平
耐力を上回ったと想定される。

れることが多く、１階の耐力が大きいことが
多い。



ＲＣ造建築物の津波被害（２）

■被害形態の分類：転倒

・転倒した建物は直接基礎の建物に多 ・浮力が自重よりも大きくなる場合、わ転倒した建物は直接基礎の建物に多
く、何れも最大浸水深さが建物高さを
上回る。

開口が少ないものに多く 外壁の開口

浮力が自重よりも大きくなる場合、わ
ずかな水平力でも転倒の可能性があ
る。

・開口が少ないものに多く、外壁の開口
の大きさが大きく影響したと考えられる。



ＲＣ造建築物の津波被害（３）

■被害形態の分類：移動・流失

地面に引きず た跡が無く 浮力によ 部が流出してしまい移動先が分か・地面に引きずった跡が無く、浮力によ
り浮き上り、2m程度のコンクリートブ
ロック塀を乗り越え、移動して転倒した
事

・一部が流出してしまい移動先が分か
らなくなった事例。

・浮力に加え、非常に大きな水平力が
事例。 作用したと考えられる。



ＲＣ造建築物の津波被害（４）

■被害形態の分類：洗屈による傾斜

・建築物の隅角部に強い水流が作用し、
洗掘による基礎が露出した事例。

・洗掘による穴に建築物が倒れ込み大
きく傾斜した直接基礎の建物の事例 。



ＲＣ造建築物の津波被害（５）

■被害形態の分類：壁の崩壊（開口部の破壊）

・津波作用面の開口よりも水流が抜ける側
の開口が小さいため 抜ける側の非構造壁

・２階床が無く支持スパンが１０mを超える厚
さ の耐震壁が外側からの津波波力の開口が小さいため、抜ける側の非構造壁

が外側に大きくはらみ、壁端部のシングル
配筋が破断した事例。

水を ズ 流 さ

さ300mmの耐震壁が外側からの津波波力
によって大きく湾曲した事例。

・開口から入った水をスムーズに流出させる
開口の大きさにも配慮が必要。



ＲＣ造建築物の津波被害（６）

■被害形態の分類：漂流物の衝突

・漂流物の衝突による被害は、窓ガラス
や天井材などの非構造部材の脱落し
た事例がほとんどで、上記はその一例。

・漂流物の衝突により集合住宅の連層
壁に開口や脱落が生じた事例。

事例 、 記 そ 例。



（１）東日本大震災における津波被害

Ｓ造建築物 Ｓ造建築物

 ①露出型柱脚の破壊による移動・流出

 ②柱頭接合部の破壊による移動・流出

 ③転倒 ③転倒

 ④崩壊

 ⑤大きな残留変形

 ⑥全面的な内外装材の破壊・流出 ⑥全面的な内外装材の破壊 流出

 ⑦開口部周りの損傷・破壊

⑧ び ⑧波圧や漂流物の衝突による構造躯体及び非構造部材

の局所的な変形

出典：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）調査研究（速報）

国土交通省 国土技術政策総合研究所・独立行政法人 建築研究所, 平成23年5月



Ｓ造建築物の津波被害（１）

■被害形態の分類 典型的な被害例

：露出型柱脚の破壊による移動・流出

・柱とベースプレートの溶接部の破断

カ ボ ト 破断

・建築物自体は敷地外へ移動して行方
が分からないものが多い・アンカーボルトの破断 が分からないものが多い。



Ｓ造建築物の津波被害（２）

■被害形態の分類 比較的多く見られた被害例

：柱頭接合部の破壊による移動・流出

・下フランジがつくダイヤフラムと柱の溶接部の破壊が多い。

・残された柱の傾きと同程度まで１階が傾いた後、１階柱に引張力が作用して１階柱残された柱の傾きと同程度まで１階が傾いた後、１階柱に引張力が作用して１階柱
頭接合部で破壊が生じたと考えられる。



Ｓ造建築物の津波被害（３）

■被害形態の分類：転倒

基礎が 体のままの建物全体の転倒 １階の部分的な崩壊を伴う転倒事例・基礎が一体のままの建物全体の転倒
した事例（一例のみ）。

・床スラブの下の空間に空気が溜まり、

・１階の部分的な崩壊を伴う転倒事例。

・１階柱脚部の引抜力と、１階柱の座屈
によって大きく傾斜し、転倒したと考え

上部構造の重量をキャンセルして転倒
したと考えられる。

られる。



Ｓ造建築物の津波被害（４）

■被害形態の分類：崩壊

２階建てS造の１階部分の層崩壊した 沿岸にある倉庫が部分的に崩壊した・２階建てS造の１階部分の層崩壊した
事例。

・沿岸にある倉庫が部分的に崩壊した
事例。



Ｓ造建築物の津波被害（５）

■被害形態の分類：大きな残留変形

・構造躯体のみが残存するＳ造では若干の傾斜が見られるものが多い。

・倒壊に至らないながらも大きな残留変形が生じた事例も見られた。



Ｓ造建築物の津波被害（６）

■被害形態の分類：全面的な内外装材の破壊・流出

・外装材がほぼ全面的に破壊され流出しているが、構造体としてのＳ造骨組みが残
存している事例が多く見られた。

・早期に外装材が流出することで構造体に作用する外力が小さくなったことが、残存
の要因と考えられる。



Ｓ造建築物の津波被害（７）

■被害形態の分類：開口部周りの損傷・破壊

・津波の作用面側と反対側の妻面が水流の流出口になったため、大きく損傷、破壊
した事例。



Ｓ造建築物の津波被害（８）

■被害形態の分類

：波圧や漂流物の衝突による構造躯体及び非構造部材
の局所的な変形の局所的な変形

・津波の波圧や漂流物の衝突による構造部材や非構造部材の大きな変形が発生し
た事例。



②津波に係る法体系の整備②津波に係る法体系の整備



津波に係る法体系の概要

津波に係る法体系の整備の経緯 津波に係る法体系の整備の経緯

 1959年:「風水害による建築物の災害の防止について」1959年: 風水害による建築物の災害の防止について」

（昭和34年発住第42号）

 2005年:「津波避難ビル等に係るガイドライン」

（平成 年 月内閣府政策統括官（防災担当））（平成17年6月内閣府政策統括官（防災担当））

 2011年:「津波に対し構造耐力上安全な建築物の設計法 2011年:「津波に対し構造耐力上安全な建築物の設計法

等に係る追加的知見について（技術的助言）」

（平成23年11月17日、国住指第2570号）

※暫定指針 国交省告示1318号（ H23 12 27）※暫定指針→国交省告示1318号（ H23.12.27）



技術的助言（１）平成23年11月17日



風水害による建築物の災害の防止について（34年通知）

 背景 背景
 台風15 号により、愛知、三重、岐阜の3 県下の建築物の被

害が激甚で、単に風害のみならず、堤防の決壊等による浸害が激甚で、単に風害のみならず、堤防の決壊等による浸
水によりその被害をさらに大きなものとなったこと。

 概要
 災害危険区域の指定し、避難の施設を整備させること。災害危険 域 指定 、避難 施設を整備さ る 。

 津波等により直接建築物を流失・倒壊させるおそれのある
区域内の建築物の構造の強化

（対象：学校、庁舎、公会堂等多人数を収容する公共建築物および住居）

 避難上必要な部分の床面を予想浸水面以上の高さとする。

 鉄筋コンクリート造等の堅ろうな建築物とする。

 特に危険な区域については居住の用に供する建築物の建築禁止。



「津波避難ビル等に係るガイドライン」（ 2005年 ）

背景 背景

 スマトラ沖地震（2004年）によるインド洋大津波は、
数十万人の尊い命が奪われる大惨事とな た数十万人の尊い命が奪われる大惨事となった。

 我が国においても、東南海・南海地震をはじめとする
海溝型巨大地震等により大きな津波被害が発生するこ
とが危惧されている。

 概要 概要

 津波対策のひとつとして、津波からの避難が困難な地
域における津波避難ビル等の普及を促進すべく 津波域における津波避難ビル等の普及を促進すべく、津波
避難ビル等が満たすべき要件、指定や運用にあたって
の留意点等をガイドラインとして取りまとめたものの留意点等をガイドラインとして取りまとめたもの



「津波避難ビル等に係るガイドライン」（ 2005年 ）

構造的要件・構造的要件

・非難スペース
の高さ

・アクセスルー
ト、等

・解錠

・ビルへの誘導・ビルへの誘導

・運営主体

・情報伝達、等

・周知

・普及、啓発

修 訓練・研修、訓練



「津波避難ビル等に係るガイドライン」（ 2005年 ）

◇津波避難ビル等の選定にあたって

・想定浸水深さ と階数の関係

想定浸水深 さ 階数想定浸水深 さ 階数

１ｍ以下 2階建て以上

２ｍ 3階建て以上

３ｍ 4階建て以上

・津波に対する安全性を確認する方法は、「巻末資料② 構造的要件の
基本的な考え方」に基づき 検討することが望ましい基本的な考え方」に基づき、検討することが望ましい。

→2011.11の技術的助言【別添】の暫定指針や告示1318号のもとと
なるもの



技術的助言：平成23年11月17日



構造上の要件に係る暫定指針の概要



災害危険区域に係る建築制限の考え方の概要



③津波避難ビル等の構造上の③津波避難ビル等の構造上の

要件に係る暫定指針要 係 針



津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針の構成

 「東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえ東 震災 被

た津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針」

１ １適用範囲 １．１適用範囲

 １．２ 用語

 １．３ 構造計画

１ ４ 津波荷重算定式 １．４ 津波荷重算定式

 １．５ 荷重の組み合わせ

 １．６ 受圧面の設計

１ ７ 構造骨組の設計 １．７ 構造骨組の設計

 １．８ 転倒及び滑動の検討

 １．９ その他の構造設計上の配慮



津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針（１）



津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針（２）



津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針（３）



津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針（４）



④南海・東南海地震での④南海 東南海地震での

津波高さ 予測値津波高さの予測値



中央防災会議における津波高さの推計（2003年）



南海トラフの巨大地震モデル検討会



南海トラフの巨大地震検討スケジュール



南海トラフの巨大地震モデル検討会：第一次報告



第一次報告での「津波高さ」について



「津波高さ」推計時に用いた１１ケース

 ＜大すべり域が１箇所のパターン【５ケース】＞

 ① 駿河湾～紀伊半島沖に大すべり域を設定

 ② 紀伊半島沖に大すべり域を設定

 ③ 紀伊半島沖～四国沖に大すべり域を設定

 ④ 四国沖に大すべり域を設定

⑤ 四国沖～九州沖に大すべり域を設定 ⑤ 四国沖～九州沖に大すべり域を設定

 ＜分岐断層も考えるパターン【２ケース】＞
 ⑥ 駿河湾～紀伊半島沖に大すべり域＋分岐断層 ⑥ 駿河湾～紀伊半島沖に大すべり域＋分岐断層

 ⑦ 紀伊半島沖に大すべり域＋分岐断層

 ＜大すべり域が２箇所のパターン【４ケース】＞ ＜大すべり域が２箇所のパタ ン【４ケ ス】＞
 ⑧ 「駿河湾～愛知県東部沖」と「三重県南部沖～徳島県沖」に大すべり域を

設定

 ⑨ 「愛知県沖～三重県沖」と「室戸岬沖」に大すべり域を設定

 ⑩ 「三重県南部沖～徳島県沖」と「足摺岬沖」に大すべり域を設定

⑪ 「室戸岬沖」と「日向灘」に大すべり域を設定 ⑪ 「室戸岬沖」と「日向灘」に大すべり域を設定



１１ケースの津波断層モデルのすべり量の設定



津波断層モデル：ケース③



津波の高さ（満潮時）：ケース③



既往地震の痕跡高と計算値との比較：ケース③



都道府県別の最大津波高さ（満潮位時）：全ケース



海岸の津波高さグラフ（満潮時）①：全ケース



海岸の津波高さグラフ（満潮時）②：全ケース



海岸の津波高さグラフ（満潮時）③：全ケース



各行政庁の対応：（例）大阪市危機管理室の見解



⑤津波に対する検討例⑤津波に対する検討例



地震力と津波波力の比較試算（試算条件）

階高：全階 3.0m
建物重量：13kN/m2

75
00

7500
２階建 (H=6 0m) ８階建 (H=24 0m)２階建 (H=6.0m) ８階建 (H=24.0m)

設計用浸水深： h  =1.0m, 2.0m, 3.0m

建物

設計用浸水深： h  =3.0m, 6.0m, 9.0m
水深係数： α  =3.0, 2.0, 1.5

設計用浸水深 αh

h
津波上限高さ： αh=4.5m  ~  27.0m h



地震力と津波波力の比較計算（１）

同一建物を浸水深により比較

3m
地震力 D 0 30

3m

地震力、Ds=0.30

地震力 Ds=0 55

3m
津波波力 h 3m

地震力、Ds=0.55

3m
津波波力、h=2m

津波波力、h=3m

奥行き

7.5m

水平力（kN）津波波力 h=1m
奥行き：7.5m

水平力（kN）津波波力、h=1m



地震力と津波波力の比較計算（２）

同一建物を浸水深により比較

地震力 Ds 0 30 地震力 Ds 0 55

3m
津波波力、h=9m

地震力、Ds=0.30 地震力、Ds=0.55

3m
津波波力 h=6m

津波波力、h 9m

3m

津波波力、h=6m

3m

奥行き

7.5m

津波波力 h=3m 水平力（kN）
奥行き：7.5m 津波波力、h=3m 水平力（kN）



地震力と津波波力の比較計算（３）

建物高さによる比較（α=3.0）
２階建 ４階建

水平力（kN）水平力（kN）

６階建 ８階建

水平力（kN）水平力（kN） 水平力（kN）水平力（kN）



地震力と津波波力の比較計算（４）

建物高さによる比較（α=3.0）
２階建 ４階建

水平力（kN）水平力（kN）

６階建 ８階建

水平力（kN）水平力（kN） 水平力（kN）水平力（kN）



地震力と津波波力の比較計算（５）

水深係数による比較（２階建）

α=1.5 α=2.0

水平力（kN）水平力（kN）

α=3.0

水平力（kN）水平力（kN）



地震力と津波波力の比較計算（６）

水深係数による比較（４階建）

α=1.5 α=2.0

水平力（kN）水平力（kN）

α=3.0

水平力（kN）水平力（kN）



地震力と津波波力の比較計算（７）

高層建物の場合（２０階建）

α=2.0α=1.5

水平力（kN）水平力（kN）

α=3.0

水平力（kN）水平力（kN）



⑥構造設計者は津波に

対していかに対応するか対していかに対応するか



構造設計者は津波に対していかに対応するか（私見）

顧客（建築主）や 般の人に 「津波が来たらこの建物 顧客（建築主）や一般の人に、「津波が来たらこの建物

どうなるの？」と聞かれても、ある程度答えることがでどうなるの？」と聞かれても、ある程度答えることがで

きるだけの津波に関する知識（法的扱い、津波波力の算

定法、津波に対する設計法、等）を身につけておく。

 津波による災害危険区域の建物の設計を行う場合 人命 津波による災害危険区域の建物の設計を行う場合、人命

を守るために、津波波力に対する十分な耐力確保、津波

波力に対する構造計画を行う必要がある。




